
 

議案第 号 

宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を

次のとおり制定するものとする。 

令和５年（２０２３年）５月 日提出 

                        宝塚市長 山 﨑 晴 恵   

 

宝塚市条例第 号 

宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例 

宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１３年条例第３０

号）の一部を次のように改正する。 

別表第１宝塚山手台地区地区整備計画区域の項中「宝塚」を「宝塚」に改める。 

別表第２の９宝塚山手台地区地区整備計画区域の部中「宝塚」を「宝塚」に、 

「 

独立住宅地区Ａ 

次に掲げる建築物以外の建築物 

(１) 戸建専用住宅 

(２) 戸建住宅で、延べ面積の２分の１以上を居住の用に供し、かつ、令第１３０

条の３第６号又は第７号に掲げる用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途

に供する部分の床面積の合計が５０平方メートルを超えるものを除く。) 

(３) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民

館、集会所その他これらに類するもの 

(４) 巡査派出所、公衆電話所その他令第１３０条の４各号（第５号トを除

く。）に掲げるもの 

(５) 前各号の建築物に附属するもの（令第１３０条の５各号に掲げるものを除

く。） 

１０分の１０ 



 

 

１０分の５ 

１０分の１ 

全域 

１７０平方メートル 

建築物の外壁等の面から道路境界線（水

路がある場合においては、その水路との

境界線）までの距離 

建築物の外壁等の面から敷地境界線まで

の距離 

１．８メートル １メートル 

次の各号のいずれかに該当するもの 

(１) 外壁等の中心線の長さの合計が３

メートル以下であるもの 

(２) 物置その他これに類する用途に供

し、軒の高さが２．３メートル以下

で、かつ、床面積の合計が５平方メ

ートル以内であるもの 

次の各号のいずれかに該当するもの 

(１) 外壁等の中心線の長さの合計が３

メートル以下であるもの 

(２) 物置その他これに類する用途に供

し、軒の高さが２．３メートル以下

で、かつ、床面積の合計が５平方メ

ートル以内であるもの 

全域 

次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める数値 

(１) 最高部 ９メートル 

(２) 軒 ７メートル 

(３) 各部分 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線まで

の真北方向の水平距離に０．６を乗じて得たものに５メートルを加えたもの 

建築物の最高部の高さの算定においては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋

窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部そ

の他これらに類する屋上突出物は、これを算入し、建築物の各部分の高さの算定に

おいては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物

の屋上突出部は、これを算入し、むね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類

する屋上突出物は、これを算入しない。 

                                       」 

を 



 

「 

独立住宅地区Ⅳ 

次に掲げる建築物以外の建築物 

(１) 戸建専用住宅 

(２) 戸建住宅で、延べ面積の２分の１以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれ

かの用途を兼ねるもの 

 ア 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房 

イ 令第１３０条の３第６号に掲げるもの 

(３) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民

館、集会所その他これらに類するもの 

(４) 巡査派出所、公衆電話所その他令第１３０条の４各号（第５号トを除

く。）に掲げるもの 

(５) 前各号の建築物に附属するもの 

 

 

 

 

全域 

１７０平方メートル 

建築物の外壁等の面から道路境界線（水路がある場合においては、その水路との境

界線）までの距離 

１．８メートル 

次の各号のいずれかに該当するもの 

(１) 外壁等の中心線の長さの合計が３メートル以下であるもの 

(２) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが２．３メートル以下で、か

つ、床面積の合計が５平方メートル以内であるもの 

全域 

９メートル（軒の高さの最高限度は７メートル） 



 

階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出

部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを

算入する。 

                                       」 

に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 

議案第  号 

   宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成13年条例第30号)新旧対照表 

(現行） 

別表第1(第2条関係) 

名称 区域 

  

  

宝塚山手台地区地区整

備計画区域 

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画宝塚山手台地区地区計

画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 

  

  

別表第2(第3条－第8条関係) 

 1 中山桜台Ａ地区地区整備計画区域 ～8 ふじガ丘地区地区整備計画区域 (略)  

 9 宝塚山手台地区地区整備計画区域 

(ア) 計画地区の区分   独立住宅地区Ⅱ   独立住宅地区Ａ   

(イ) 建築してはならな 

い建築物 

      次に掲げる建築物以外の建築物 

(1) 戸建専用住宅 

(2) 戸建住宅で､延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し､かつ､令第130条の3第6号又は第7号に掲げ

る用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超

えるものを除く。) 

(3) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館､集会所その他こ

れらに類するもの 

(4) 巡査派出所､公衆電話所その他令第130条の4各号(第5号トを除く｡)に掲げるもの 

(5) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く｡ 

 

(ウ) 

 

建築物の容積

率 

(ａ)       10分の10   

(ｂ)          



 

(エ) 建築物の建蔽

率 

(ａ)       10分の5   

(ｂ)       10分の1   

(オ) 

 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

(ａ)   宝塚山手

台地区地

区計画に

附属する

計画図(以

下宝塚山

手台地区

地区整備

計画区域

の部にお

いて「計

画図」と

いう。)に

表示するc

の区域以

外の区域 

計画図に

表示するc

の区域 

  全域   

  (ｂ)         170平方メートル   

(カ) 建築物の外壁

等の面から敷

地境界線まで 

(ａ)         建築物の外壁等の面から道路境界線（水路がある場合

においては、その水路との境界線）までの距離 

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距

離 

  

 の距離の最低

限度 

(ｂ)         1.8メートル 1メートル   

  (ｃ)       次の各号のいずれかに該当するもの 

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で

あるもの 

次の各号のいずれかに該当するもの 

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メート

ル以下であるもの 

  



 

   

 

      (2) 物置その他これに類する用途に供し､軒の高さが

2.3メートル以下で､かつ､床面積の合計が5平方メ

ートル以内であるもの 

(2) 物置その他これに類する用途に供し､軒

の高さが2.3メートル以下で､かつ､床面積

の合計が5平方メートル内であるもの 

  

  

(キ) 

 

 

 

建築物の高さ

の最高限度 

 

(ａ)       全域   

(ｂ)       次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ､当該各号に定める数値 

(1) 最高部 9メートル 

(2) 軒 7メートル 

(3) 各部分 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距

離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの 

  

  (ｃ)       建築物の最高部の高さの算定においては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに

類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、

これを算入し、建築物の各部分の高さの算定においては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓

その他これらに類する建築物の屋上突出部は、これを算入し、むね飾り、防火壁の屋上突出部その他

これらに類する屋上突出物は、これを算入しない。 

  

 10 川面3丁目地区地区整備計画区域 ～42 安倉上池地区地区整備計画区域 （略）  



 

（改正案） 

別表第1(第2条関係) 

名称 区域 

  

  

宝塚山手台地区地区整

備計画区域 

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画宝塚山手台地区地区計

画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 

  

  

別表第2(第3条－第8条関係) 

 1 中山桜台Ａ地区地区整備計画区域～8 ふじガ丘地区地区整備計画区域 （略）  

 9 宝塚山手台地区地区整備計画区域 

(ア) 計画地区の区分   独立住宅地区Ⅱ   独立住宅地区Ⅳ   

(イ) 建築してはならな 

い建築物 

      次に掲げる建築物以外の建築物 

(1) 戸建専用住宅 

(2) 戸建住宅で､延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し､かつ､次のいずれかの用途を兼ねるもの 

 ア 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房 

イ 令第130条の3第6号に掲げるもの 

(3) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館､集会所その他こ

れらに類するもの 

(4) 巡査派出所､公衆電話所その他令第130条の4各号(第5号ﾄを除く｡)に掲げるもの 

(5) 前各号の建築物に附属するもの 

 

(ウ) 

 

建築物の容積

率 

(ａ)          

(ｂ)          

(エ) 建築物の建蔽

率 

(ａ)          

(ｂ)          



 

(オ) 

 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

(ａ)   宝塚山手

台地区地

区計画に

附属する

計画図(以

下宝塚山

手台地区

地区整備

計画区域

の部にお

いて「計

画図」と

いう。)に

表示するc

の区域以

外の区域 

計画図に

表示するc

の区域 

  全域   

  (ｂ)         170平方メートル   

(カ) 建築物の外壁

等の面から敷

地境界 

(ａ)         建築物の外壁等の面から道路境界線(水路がある場合においては、その水路との境界線)までの距離   

 線までの距離

の最低限度 

(ｂ)         1.8メートル   

(ｃ)       次の各号のいずれかに該当するもの 

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの 

(2) 物置その他これに類する用途に供し､軒の高さが2.3メートル以下で､かつ､床面積の合計が5平方

メートル以内であるもの 

  



 

(キ) 建築物の高さ

の最高限度 

(ａ)       全域   

(ｂ)       9メートル（軒の高さの最高限度は7メートル）   

(ｃ)       階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、

防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入する。 

  

10 川面３丁目地区地区整備計画区域 ～42 安倉上池地区地区整備計画区域 （略）
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